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○議長 辻本 一夫君 

おはようございます。 

会議に入る前に皆様に御報告いたします。 

芦屋町議会では今定例会においても、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の取組を引き続

き実施していきますので、御理解と御協力をお願いいたします。 

……………………………………………………………………………… 

午前 10時 00分開会 

○議長 辻本 一夫君 

それでは会議に入ります。 

ただいま出席議員は１２名で、会議は成立いたします。よって、ただいまから令和４年第３回

芦屋町議会定例会を開会いたします。 

それでは、御手元に配付しております議事日程に従って、会議を進めてまいります。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．会期の決定について 

○議長 辻本 一夫君 

まず日程第１、会期の決定を議題といたします。 

お諮りします。本定例会の会期は９月１日から９月１３日までの１３日間にしたいと思います

が、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．会議録署名議員の指名について 

○議長 辻本 一夫君 

次に日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

署名議員については、芦屋町議会会議規則第１２７条の規定により、３番、長島議員と１０番、

川上議員を指名しますので、よろしくお願いいたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．行政報告について 

○議長 辻本 一夫君 

次に日程第３、行政報告を行います。 

町長から行政報告の申出がありましたが、今定例会では書面による報告といたします。 
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次に日程第４、同意第３号から日程第２５、報告第１１号までの各議案については、この際一

括議題として上程し、町長に提案理由の説明を求めたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

町長に提案理由の説明を求めます。町長。 

○町長 波多野 茂丸君 

皆さん、おはようございます。 

それでは早速、本日提案いたしております議案につきまして、提案理由を御説明申し上げます。 

まずは人事議案でございます。 

同意第３号の監査委員の選任同意につきましては、現在の監査委員であります中西一雄氏の任

期が令和４年９月２８日をもって満了となりますので、再度、同氏を選任いたしたく、地方自治

法第１９６条第１項の規定に基づき議会の同意をお願いするものでございます。中西氏は行政機

関の財務管理、行政運営に関し精通しており、人格、識見ともに監査委員として適任であります

ので、どうぞよろしくお願いいたします。 

次に条例議案でございます。 

議案第３９号の芦屋町職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定につきまし

ては、地方公務員の育児休業等に関する法律等が改正され、非常勤職員の育児休業等の取得要件

を緩和するとともに職員の育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置を講ずる必要が

あるため、条例の一部を改正するものでございます。 

議案第４０号の芦屋町地域福祉計画推進委員会設置条例の一部を改正する条例の制定につきま

しては、芦屋町における地域福祉を推進することを目的として、本委員会の所掌事務に再犯の防

止等の推進に関する法律に基づく地方再犯防止推進計画としての芦屋町再犯防止推進計画の策定

及び推進に関する事項を追加するため、条例の一部を改正するものでございます。 

議案第４１号の芦屋町私債権管理条例の制定につきましては、各私債権部局で管理している私

債権において滞納整理に係る手続きを統一し、効率的かつ適正な滞納整理を行うことを目的とし、

新たに条例を制定するものでございます。 

議案第４２号の芦屋町環境美化推進委員会設置条例の制定につきましては、環境美化の促進及

びその保持を図るため地域環境の美化活動等を実践することにより、町民１人１人の環境美化に

対する意識の向上を図るとともに町の施策への協力及び提言を行い、清潔で美しい町づくりを目

指すことを目的として新たに条例を制定するものでございます。 

議案第４３号の芦屋町バス条例の一部を改正する条例の制定につきましては、令和５年２月に
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導入を予定している交通系ＩＣカードでの支払いに係る事項の追加及び小学生で障害者の場合に

おける割引の事項を追加するため、条例の一部を改正するものでございます。 

議案第４４号の芦屋町保育所設置条例及び芦屋町立保育所苦情解決第三者委員設置条例を廃止

する条例の制定につきましては、令和５年４月に山鹿保育所の施設を現在の指定管理者に譲渡す

ることに伴い町立保育所の管理施設がなくなるため、当該２つの条例を廃止するものでございま

す。 

次にその他議案でございます。 

議案第４５号の令和３年度芦屋町モーターボート競走事業会計未処分利益剰余金の処分につき

ましては、未処分利益剰余金の一部を自己資本金に組み入れ、残りを利益積立金に積み立てるた

め、地方公営企業法第３２条第２項の規定に基づき議会の議決をお願いするものでございます。 

次に補正予算議案でございます。 

議案第４６号の令和４年度芦屋町一般会計補正予算（第４号）につきましては、歳入歳出それ

ぞれ１億６，７００万円を増額計上しております。歳入につきましては、新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金を計上したほか、芦屋東小学校特別支援学級整備工事に充当する過

疎対策事業債を計上するとともに財政調整基金繰入金を減額計上しています。歳出につきまして

は、オミクロン株に対応するための新型コロナウイルスワクチン接種に係る費用を計上したほか、

商工会発行のプレミアム付商品券への補助金及び学童クラブへのＷｉ－Ｆｉ整備に係る費用等を

計上しております。 

議案第４７号の令和４年度芦屋町モーターボート競走事業会計補正予算（第２号）につきまし

ては、収益的支出として令和５年度に開催されるＳＧ第５０回ボートレースオールスターに伴う

宣伝広告費として１，４５０万円を増額計上しております。また、資本的支出として資産購入費

２，５８２万円を併せて増額計上しております。 

次に決算議案でございます。 

認定第１号から第６号までは各会計の令和３年度決算につきまして、地方自治法第２３３条第

３項の規定により議会の認定をお願いするものでございます。内容につきましては、決算書及び

施策の成果で述べさせていただいております。 

認定第７号及び第８号は各公営企業会計の令和３年度決算につきまして、地方公営企業法第３

０条第４項の規定により議会の認定をお願いするものでございます。 

最後に報告案件でございます。 

報告第８号の令和３年度芦屋町財政健全化判断比率等の報告につきましては、地方公共団体の

財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に基づき、健全化判断比率及

び資金不足比率を報告するものでございます。 
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報告第９号の地方独立行政法人芦屋中央病院の令和３事業年度における業務実績に関する評価

結果につきましては、地方独立行政法人法第２８条第１項第１号の規定により評価を行いました

ので、同条第５項の規定により報告するものでございます。 

報告第１０号の地方独立行政法人芦屋中央病院の第２期中期目標期間に見込まれる業務実績に

関する評価結果につきましては、地方独立行政法人法第２８条第１項第２号の規定により評価を

行いましたので、同条第５項の規定により報告するものでございます。 

報告第１１号の専決処分事項の報告につきましては、町営住宅の住宅使用料等滞納者に対し住

宅等の明け渡し及び未払い住宅使用料等の支払いを求める訴えを提起したことについて、地方自

治法第１８０条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２項の規定により議会に報告す

るものでございます。 

以上、簡単ではありますが提案理由の説明を終わります。 

なお、詳細につきましては質疑の折に御説明いたしますので、よろしく御審議くださいますよ

うお願い申し上げます。 

○議長 辻本 一夫君 

以上で、提案理由の説明は終わりました。 

お諮りします。日程第４、同意第３号については人事案件でございますので、この際、質疑、委

員会付託、討論を省略し、直ちに採決を行いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

お諮りします。日程第４、同意第３号について、同意することに賛成の方の挙手をお願いいた

します。 

〔挙 手〕 

○議長 辻本 一夫君 

満場一致であります。よって、同意第３号は同意することに決定いたしました。 

ただいまから質疑を行います。 

まず日程第５、議案第３９号についての質疑を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、議案第３９号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第６、議案第４０号についての質疑を許します。ないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、議案第４０号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第７、議案第４１号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、議案第４１号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第８、議案第４２号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、議案第４２号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第９、議案第４３号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、議案第４３号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１０、議案第４４号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、議案第４４号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１１、議案第４５号についての質疑を許します。川上議員。 

○議員 １０番 川上 誠一君 

議案第４５号について質疑をします。 

平成２５年に国が出した地方公営企業会計制度の見直しでは、剰余金や資本金の処分が議会の

関与の下で、それぞれの公営企業の経営判断において決定することが可能となりました。それに

よって今回もですね、この処分がされてるんですけど、この中ではさらにですね、ガバナンスの

向上ということで、比較可能で財政状況を把握しやすい会計の採用、開示の充実により住民や議

会によるガバナンスの向上が期待できるとしています。そういった観点から、この質疑をいたし

ます。 

議案第４５号、令和３年度芦屋町モーターボート競走事業会計未処分利益剰余金の処分につい

て伺います。未処分利益剰余金８９億２，９９４万８，１３２円の一部を自己資本に組入れ、残

りを利益積立金に積み立てるとしています。自己資金への組入れを１３億３，９１５万２円の繰

入れ、資本金の処分後残高は１１９億６，２０２万６，９０９円となっていますが、利益積立金

については７５億９，０７９万８，１３０円を未処分利益剰余金から減少させていますが、利益
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積立金はゼロとなっています。これはなぜでしょうか。伺います。 

○議長 辻本 一夫君 

ボートレース事業局次長。 

○ボートレース事業局次長 井上 康治君 

議案第４５号について説明を少しさせていただきます。 

議案書の２０ページをお願いいたします。右上の数字、約８９億２，９００万円。これが未処分

利益剰余金になります。これを今議会において、どのように処分するのか議決を求めるものとな

っています。未処分利益剰余金については前年度からの繰越金と３年度の純利益、また、建設改

良積立金の取崩し額を合わせた額となっています。まず、自己資本金で１３億３，９００万円、

これについては建設改良積立金の取崩し額と同額を組み入れます。そして、残りの７５億９，０

００万円。これを利益積立金に積み立てるものとなっています。議員がおっしゃっている内容は、

自己資本金への組入れはマイナスとプラスの表記にここがなっていると思います。ただ、利益積

立金がマイナス表記しかないという内容だと思います。 

この計算書については、地方公営企業法施行規則に定められている様式となっています。利益

積立金は資本金や資本剰余金に当たらないため、ゼロというような表記になるものです。 

以上になります。 

○議長 辻本 一夫君 

川上議員。 

○議員 １０番 川上 誠一君 

分かりました。 

それでは、剰余金処分後の自己資本金、建設改良積立金、利益積立金はそれぞれ幾らになるの

か、また資本合計は幾らになるのかを伺います。 

○議長 辻本 一夫君 

ボートレース事業局次長。 

○ボートレース事業局次長 井上 康治君 

自己資本金については、この表にある資本金の処分後残高と同じ約１１９億円になります。次

に、建設改良積立金は約１６６億円、利益積立金は約９９億円、資本合計については資本金と積

立金と剰余金の合計になるのですが、約３９４億円になります。 

以上です。 

○議長 辻本 一夫君 

川上議員。 

○議員 １０番 川上 誠一君 
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資本合計は３９４億円ということですが、この中には資本金も入ってるのですが、町長をはじ

めとしてですね、職員の皆さんの努力で利益が出るようになっているわけなんですけど、自己資

本金を差し引いてもですね、やはり２００億、３００億近くになると思いますけど、それだけの

積立金がモーターボート競走事業会計に集中するということになります。 

こういったことについては、どのように考えるのかを伺います。 

○議長 辻本 一夫君 

ボートレース事業局次長。 

○ボートレース事業局次長 井上 康治君 

積立金については、建設改良積立金と利益積立金があります。建設改良積立金については、将

来、施設の改修や建て替えを行うために必要な財源と考えておりますので、必要となります。次

に利益積立金については、現在、売上げは好調を維持していますが、もし将来、売上げが不調に

なった場合でも、町の財源確保のために安定して一般会計へ繰り出すように積み立てていく必要

があるものと考えています。 

以上です。 

○議長 辻本 一夫君 

そのほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、議案第４５号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１２、議案第４６号についての質疑を許します。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、議案第４６号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１３、議案第４７号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、議案第４７号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１４、認定第１号についての質疑を許します。川上議員。 

○議員 １０番 川上 誠一君 

認定第１号について質疑を行います。施策の成果でお願いいたします。 

施策の成果３４ページですね。１０目、芦屋港活性化推進費の中で管理運営・上屋活用官民連

携調査検討業務委託が１，１２４万５，３００円、それと芦屋港周辺の観光動向調査分析・全天
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候型施設導入機能検討業務委託が３８５万円、それと機運醸成事業業務委託が４９５万円上がっ

ています。この内容について伺います。 

○議長 辻本 一夫君 

芦屋港活性化推進室長。 

○芦屋港活性化推進室長 水摩 秀徳君 

それでは、まず管理運営・上屋活用官民連携調査検討業務委託から内容について御説明をさせ

ていただきます。芦屋港活性化基本計画に定めます今後の検討課題につきまして、事業の具体化・

具現化を目指す目的で、関連する３つの業務を行ったものでございます。 

まず１点目は、管理運営方法と組織形成に関わる調査検討でございます。これは港湾エリアと

芦屋海浜公園の各施設ごとの管理運営方法、またエリア一帯をマネージメントする組織形成の方

向性を定める調査検討業務でございます。２点目につきましては、外部人材の登用に向けた調査

検討と人材の選定、募集選定の支援となります。先ほどの組織形成におきまして必要となる人材

を外部から登用するための方法、また要件の整理、募集の支援を行ったものでございます。３点

目の既存港湾施設上屋になりますが、上屋の民間活力導入調査でございます。いわゆるＰＦＩの

調査・検討を行ったものでございます。 

それから、２点目の芦屋港周辺の観光動向調査分析・全天候型施設導入機能検討業務委託につ

きましては、観光集客施設として位置づけています全天候型施設の活用方法につきまして令和２

年度に砂像の屋内展示施設を基本とする考え方をまとめましたけれども、コロナウイルスの影響

で観光動向が大きく変化しているために、芦屋町に来られる方々に対して聞き取り調査を行って、

そのデータを基に施設の詳細の検討を行ったものでございます。 

３点目の機運醸成事業業務委託につきましては、将来的にリーダーやプレーヤーとして活躍す

る人材の発掘・育成を行ったり、港湾周辺でにぎわいづくりや着地型観光商品を創り出すための

テストマーケティングを行う事業でございます。 

以上です。 

○議長 辻本 一夫君 

川上議員。 

○議員 １０番 川上 誠一君 

それではですね、そういったことを検討したということなんですが、その調査結果・検討結果

はどうであったのか、これについて伺います。 

○議長 辻本 一夫君 

芦屋港活性化推進室長。 

○芦屋港活性化推進室長 水摩 秀徳君 
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まず管理運営業務につきましては各施設の管理運営方法、これを指定管理者制度というふうな

方向性を定めました。また、エリア一帯を運営する組織を新たに形成するという方向性を導くと

ともに、それらの組織形態の考え方をまとめました。外部人材につきましては御承知のように企

業からの派遣と一般公募によりまして、今、２名を登用したところでございます。上屋につきま

しては民間の参入意向がないことに加えまして当初活用予定でありました国の支援制度が廃止に

なりましたので、ＰＦＩ手法については困難と判断しまして補助金等を活用した行政の整備の考

え方をまとめたところでございます。 

２点目の観光動向調査分析・全天候型施設の検討業務につきましては、まず調査結果を踏まえ

まして砂像の屋内展示施設、サンドシアターという名称で施設整備を行う方針を取りまとめたと

ころでございます。なお、アンケート調査につきましては１，４４１サンプルを回収し、当初の

想定よりもですね、芦屋町の観光動向というのを詳細に把握することができましたので、今後の

観光施策にも活用するということで考えておるところでございます。 

また３点目の機運醸成事業業務委託につきましては、ワークショップを開催したりしまして実

現可能な着地型観光商品の案を議論したり、町内回遊マップのベースとなる地図データを作成し、

今年度につなげているというところでございます。 

○議長 辻本 一夫君 

川上議員。 

○議員 １０番 川上 誠一君 

それでは、今後のスケジュールについてどういったふうになってるのかを伺います。 

○議長 辻本 一夫君 

芦屋港活性化推進室長。 

○芦屋港活性化推進室長 水摩 秀徳君 

まず、上屋の活用につきましてはライフサイクルコストを考慮しまして、長期的に行政負担と

ならない、もしくは行政負担が軽くなるようなことを視野に入れながら、解体も選択肢として県

と協議・調整を行っているところでございます。スケジュールとしましては今年度中に方向性を

定めたいというふうに考えております。組織の形成につきましては方向性を定めたところでござ

いまして、今後、形成に向けて推進していくようにしております。また、外部人材につきまして

は８月で体制を強化しましたので、組織形態と外部人材につきましては後日、本議会中にですね、

書面報告にて報告をさせていただく予定でございます。 

全天候型施設につきましては先ほど申しましたサンドシアターということで今年度に設計を行

い、６年度中の竣工を予定しております。機運醸成事業につきましては今年度から着地型観光商

品のテストマーケティングを行うように現在準備を進めているところで、早ければ砂像展の開催
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期間中に合わせて実施できないかということで議論を進めているところでございます。この事業

については、施設の開業時期まで継続していこうというふうに考えているところでございます。 

以上です。 

○議長 辻本 一夫君 

そのほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、認定第１号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１５、認定第２号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、認定第２号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１６、認定第３号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、認定第３号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１７、認定第４号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、認定第４号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１８、認定第５号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、認定第５号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第１９、認定第６号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、認定第６号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第２０、認定第７号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、認定第７号についての質疑を打ち切ります。 
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次に日程第２１、認定第８号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、認定第８号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第２２、報告第８号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、報告第８号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第２３、報告第９号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、報告第９号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第２４、報告第１０号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、報告第１０号についての質疑を打ち切ります。 

次に日程第２５、報告第１１号についての質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

ないようですから、報告第１１号についての質疑を打ち切ります。 

以上で質疑を終わります。 

お諮りします。日程第５、議案第３９号から日程第２１、認定第８号までの各議案については、

別紙のとおり、それぞれの委員会に審査を付託したいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長 辻本 一夫君 

御異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

────────────・────・──────────── 

○議長 辻本 一夫君 

以上で、本日の議事は全て終了いたしました。 

本日は、これをもって散会いたします。お疲れさまでございました。 

午前 10時 36分散会 

 


